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産業疲労対策のためのツール

• 代表世話人 近藤雄二(天理大学)

• 

っかれた状態とは、あくびが頻発したり、眠い、全身がだるい。物事をパーフェクトにし

ようとする気が失われる、物事を筋立てて考えるのがいやになる、どうでもいいという気持

ちになる、肩や腰の違和感やだるさや目の疲れ、等、様々の領域にわたる行動や感情にある。

これらの状況は、注意の散漫や注意力の低下、意欲の低下や正確さへの執着の喪失、必要な

行動、動作の省略、頚肩腕部や腰部等の筋骨格系症状の発現等、災害や事故等の「安全問題」、

品質確保や作業効率の維持などの「生産問題」、心身症や筋骨格系障害の「健康問題」と直接

関わっているため、産業疲労対策は労働現場の主要な課題として取り上げられてきた。

とくに現代社会においては、仕事による疲労が筋骨格系障害のみならず、心疾患や人格変

容をともなう心身症などの慢性疲労問題として、様々な障害像と被害をもたらしている。い

うまでもなく疲労は、はやめに適切な休息を挿入することで回復するという性質をもっ一方、

回復のための休息や睡眠が不十分であれば過ぎた疲労として進行、蓄積するという性質をも

っている。それ故、疲れの内容を知ることは、この先問題となりうる事象や事態を予測・予知

でき、この予測のもとに、現時点での対策の必要性の可否を判断し、その対策によって問題

事象の予防を可能とすることができる。産業疲労研究会は、作業の時間経過による疲労感を

調べる調査票を 30年ぶ りに見直し、 5因子、 25項目からなる「自覚症しらベ」を作成すると

ともに、「作業条件チェ ックリストj と「疲労部位しらベ」を含め、作業条件改善のための調

査ツール(三点セ ット)を提案した。これらは、疲労対策を産業保健活動のなかで自主的な活

動として日常的、組織的に行う手がかりとなることを期待し、職場のハザードに対する共通

認識を定め、対策志向型チェ ックリストを用いてリスクを把握・評価し、グループ討議のなか

でリスクを除去、軽減するマネジメントをすることを意図している。これらツールを用いて

実際の職場における試行として「作業条件チェックリスト研修会Jもこれまでに 7回実施し、
成果をあげてきている。同様なツールとして、筋骨格系の負担を軽減し、障害予防を目的と

する IS0の技術指針(Isorrs20646 fErgonomic procedure for the improvement of local muscular 
workloadsJ )も発行され、 JIS化の検討も始まる動きもある。

本号では、調査手法を含め、産業疲労対策に結びつくツールに関する特集を企画してみた。

同時に、この 4月、名古屋で開催される日本産業衛生学会の自由集会のなかでは、第 62回産

業疲労研究会として「職場改善ツールの有効な使用方法」に関するワーク ショップを企画し

ている。産業疲労研究が職場の安全性と健康性、さらには快適性をっくりだすことに貢献す

るために、作業改善や職務の再設計に結びつけたツール、それを用いた活動を日常的な産業

保健活動に組み込む方策の議論に結びつけたいと考えている。
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2003年度活動報告

平成 15年度は 2回の定例研究会を開催し

た。第 60固定例研究会は、第 76回日本産業

衛生学会自由集会として山口市の社会福祉

会館大ホールで開催した(参加者 62名)。

マツダ株式会社クラフトマンシップ開発グ

ループの農沢隆秀氏による 「自動車の運転

における快適性、疲労軽減への取り組みJ
と題した特別講演を行った。また、「作業条

件改善のための調査ツールの提案に向けて

-疲労部位調査票と職場改善チェ ック リス

トの検討一」と題したワークショップを開

催した。世話人会で吟味した調査票(三点

セット)について参加者から貴重なご意見

を頂いた。今後、使用を広く呼びかけ、使

用経験に基づいて、第 77回日本産業衛生学
会自由集会(第 62固定例研究会)で議論す

ることとした。

第 61回研究会は、 2003年 12月 13日、近

藤代表世話人、山本理江世話人の企画によ

り京都国立近代美術館で開催された(参加

者 100名)。午前には一般演題 6題の口演発

表が行われ、活発な議論が交わされた。今

回の研究会は「関西元気文化圏J事業とし
て登録し、広く呼びかけを行ったため、こ

れまでにないほどの多くの参加があった。

「関西元気文化圏」とは、関西から日本の

文化が力強く発信されることをねらいとし

て、河合隼雄文化庁長官が提唱したもので

ある。その呼びかけに対して、関西の経済

団体や地方公共団体の代表者を発起人とし

て、関西文化圏の一体化 ・活性化の推進、

様々な文化活動が行われることで、 rw関西』
から、日本の社会を文化で元気にしていこ

うJ ということを目指す事業である。こう

した経緯から、今回、午後の特別講演とし

て河合隼雄文化庁長官による「日本の労働

文化J"-'日本人は、なぜ倒れるまで働くの
か"'J と題した講演お願いする運びとなっ
た。また、研究会前日には、第 8回作業条

件チェ ックリス ト研修会を京都プラス精機

株式会社で実施した(参加者 25名)。場所

は日本海にほど近い峰山町であったため、

京都駅から貸し切りパスで移動した。パス

内で、自己紹介、チェックリストの説明、

ゲームなどが企画され、移動時間を有意義

に過ごすことができた。到着後、職場見学

を行い、各グ、/レープで追加項目の検討を行

った。その後、チェックリストを使った職

場点検を行い、職場内での良い点、優先性

を考慮した改善点を持ち寄ってグ、ループ討

議が行われた。グループ討議では、各班に

企業の担当者の方に加わって頂き、討議が

進められた 。 研究会ホ一ム ペ 一ジ

(ωht句tゆp:ド.ゾ/μ/s叫qu凶I陥ar閃e.u山1m!山lln.lル tωok匂yo.a配C.J叩jp/of，的i) は、随時
新たな情報と差しかえられており、月あた

り約 200件のアクセスがある。

研究会のまとめ

第60回研究会

2003年 4月 24日(木)18:00 '" 20:00 

場所:社会福祉会館大ホール(山口市)

担当世話人:酒井一博

特別講演
フーーーて7

自動車の運転における快適性、疲労軽減

への取り組み

講師農沢隆秀氏

(マツダ株式会社車両実験研究部クラフト

マンシップ開発グループ)

運転を快適で疲労を少なくするためのシ

ート、 ペダル、シフト操作について、人間

工学的に取り組んだマツダの自動車設計が

紹介された。

シートでは、長時間の走行実験における

シートの体圧分布、筋電、疲労の主観評価

から、シートでおしりが前へずれる現象が、

腰、背中への疲労を発生させること、更に

視認のため頭を前に出すことで首の疲労を

発生させることが疲労の大きな原因である

と説明している。そして、この現象を緩和

させるシートの特性 構造も紹介された。

一方。アクセル、ブレーキ、クラ ッチと

言ったペダノレでは、関節トルクの計測等か
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ら、力を出しやすい関節角度、足の重さと

言った人の特性に、ペダルの機械特性を合

わせた設計をすることで疲労の少なくなる

ことが紹介された。

シフトについては、人の筋肉特性との相

聞から、操作性の良いシフトの位置は、人

がもっとも力を発揮できる前後、高さ、肘

角度の範囲にあることが示された。

いずれにしても自動車の疲労に係わる、

ドライピング姿勢、ペダル、シフトの操作

では、『人の特性に適合させるインピーダン

スマッチングによる機械特性の設計が疲労

を少なくできる』と言う興味深い実際の例

を紹介した。

ワークショップ

作業条件改善のための調査ツー/レの提案に

向けて-疲労部位調査票と職場改善チェックリ

ストの検討-

第 59固定例研究会で、改訂版「自覚症し

らべJ、本研究会のチェックリスト研修会で
用いてきたチェックリスト及び、身体疲労

部位調査の 3調査票をセットにした、現場

で使いやすい、かっ職場改善に有効な調査

ツーノレとして提言してはどうかとの意見が

出された。 これを受けて、世話人会にて検

討し、「自覚症しらべ」、「作業条件チェック

リストJ、「身体疲労部位調査票」の 3点セ

ット調査票を作成した。本ワークショップ

では、この調査票について、検討が行われ

た。 とりわけチェックリスト、身体疲労部

位調査票にoいて、活発な意見が交わされ、
これら意見をふまえて、事務局で再度修正

し、本号に掲載した。

第61回研究会

2003年 12月 13日(土) 10: 00"-' 16:00 

場所:京都国立近代美術館会議室

担当世話人 :近藤雄二、山本理江

く一般演題〉

演題1.

2連続夜間覚醒時にとる仮眠の配置が覚醒水

準と血圧に及ぼす効果

松元俊(労研)

本研究は、 2連続夜間覚醒時にとる仮眠の

配置が覚醒水準と血圧に及ぼす影響につい

て調べることを目的とした実験を行った。

被験者は、男子大学生 6名(平均年齢 21.5

土 2.7歳)であった。実験は 22-8時の 10時

間の 2連続夜間覚醒時に、 2・4時の 2時間の

仮眠を l日目と 2日目ともとる群 (2日仮眠

条件)と、 l日目のみ仮眠をとる群(1日仮

眠条件)の 2条件を設定した。覚醒水準は、

自覚症しらべと線分法による眠気の測定、

パソ コンを用いたヴィ ジランス課題によっ

て調べた。また生理指標は、血圧の測定を

行った。結果、 2日仮眠条件と比較して、 l

日仮眠条件では夜間覚醒 1日目では覚醒水

準に差がみられなかったが、 2日目では覚醒

水準が低下する結果を示した。また夜間覚

醒時では 1日目、 2日目ともに血圧値には条

件間で差がみられなかった。今後は、夜間

覚醒後の昼間睡眠や夜間睡眠での心拍数の

変化や睡眠変数との関係を検討する。

演題 2.
48時間断眠状況における覚醒と睡眠の不安

定状態の検討

久保智英(名市大院)、斉藤良夫(中央大)

48時間の実験的断眠状況を設定して、そ

の過程で“覚醒と睡眠のいずれともいえな

い覚醒レベルの不安定状態"がどのように

生起するかについて検討した。睡眠不足状

態で生じるパフォーマンス ・エラーに関し

ては、従来は行為しないことや行為の遅れ

などの“省略エラ一円の発生について多く

の研究が行われてきた。しかし、誤った行

為などの“行為エラー"の発生に関しては

不明な点が残っている.

そこで本研究では、 48時間の断眠の過程

で、 4分間内に正反応とともに省略エラーや

行為エラーの諸反応が混在して現れる現象

(以下、不安定フェイスという)がどのよ

うに発生するかを調べた。実験では 6名の

若年男子を被験者にして、反応すべき刺激

が高頻度で提示されかつ作業困難度の高い

視覚的ヴィジランスタスクを 20分間、 2時

間ごとに実施した。

その結果、不安定フェイスは、断眠 l日

目(第 l日08:00-第 2日08:00) よりも断

眠 2日目(第 2日08:00一第 3日08:00) に

多く出現すること、また断眠 2日目の 09:00
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- 13:00の時間帯に最も多く出現すること が

明らかになった.

この不安定フェイスの出現状況から、断

眠 24時間後から、ごく短時間のうちに上述

の“覚醒と睡眠との不安定状態"が生起し

うることが示唆された。

演題 3.
眼電図による作業中の眠気の評価

鈴木一弥(労研)

大型トラックの夜間長距離走行中の眼電

図、li!JIJ次動作および主観評定を記録し、眼

電図による瞬目を中心に、 トラックドライ

ノくーの眠気の指標を検討した。 4名の職業ド

ライバが深夜22時頃に川崎を出発し、東名

高速道路の7'"'"'8時間の往復走行を各2回実施

した。 4名のドライパのうち2名は深夜に仮

眠休憩を取得したが、その直前には副次動

作の頻度の増加、瞬目持続時間の増加、瞬

目回数の増加、サ ッカード回数の減少とい

った変化と共に主観的眠気の増加を示した。

この例以外に、深夜や早朝に瞬目回数の増

加と副次動作の頻発を示す例もあった。瞬

目頻度は走行状況の影響を受けやすく、一

方、眠気の単一の指標としては瞬目持続時

間が比較的有効と思われた。 しかし、眠気

の発生に伴って瞬目頻度の増加のみを示し

た例もあったことなどから、眼電図による

眠気の評価において、当面は複数の瞬目指

標を用い、走行状況等を考慮、した分析が必

要と思われた。

演題 4.
タイにおける作業関連運動器疾患予防活動

の効果と課題

榎原 毅、武山英麿、高西敏正、村田健三

郎、城憲秀、井谷徹(名市大院)近藤

雄二(天理大)、 T Khuvasanont， S 

Krungkraiwong (National Institute for the 

Improvement of Working Conditions and 

Environment Ministry of Labour， THAILAND)、

S Arphom (Mahidol University， THAILAND) 

作業関連運動器疾患 (WMSDs)は多くの職

場における共通課題である。ISOでは羽引SDs

の予防を目的とした技術指針 IsorrS20646"

Ergonomic procedures for the improvement of 

local muscular workloads" を作成している。

本報告では、同指針の有用性の検証を目的

としたプロジェクトの概要と途中経過につ

いて報告した。現段階で得られている結果

として、①作業条件に対する作業者の主観

的満足度と生産性に関連性が示唆されたこ

と、②職場改善に関する自主的取り組み度

合いと運動器症状の訴えに関連性が示され

たこと、③グループワークおよびアクショ

ンチェックリストを用いることで適切なア

クションプランを策定でき、具体的な改善

活動へと繋がること、などが明らかとなっ

た。今後さらに作業改善の実施内容や健康

に対する意識の変化などを継続的にフォロ

ーア ップする予定である。

演題 5.
長時間労働、疲労自覚症状と免疫指標

安田彰典、岩崎健二、佐々木毅、

久永直見(産医研)

今回、疲労に関する自覚症状と長時間労

働の免疫指標、特に CD56に対する影響を調

べたので報告する。解析対象者は、 390人(平

均年齢 39.5才)で、自覚症状アンケートは、 3

択式項目 20、2択式項目 10からなる。結果

は、労働時聞が長くなるにつれて CD56の値

は低下し、睡眠時間が短いと CD56は低値を

示した。 喫煙群は非喫煙群に比べ有意に

CD56の値は低く、喫煙本数の増加とともに

低下する傾向が認められた。3択式自覚症状

項目のなかで疲労に関する項目は、「首・肩

がこる、痛しリ「頭が重い ・痛し、Ji全身が

だるしリ「目の疲れ、物がかすむj の 4項目

であり 、こ のなかのどれか一つ以上に当て

はまる場合には CD56の値が低い傾向が認め

られた。 2択式項目のなかの「疲れが翌朝ま

で残るJでは、自覚がある場合著明に CD56
の値が低かった。 また、疲労に関する自覚

症状がある群では、労働時間が長さととも

に CD56の値が低くなる傾向が認められた。

演題 6.
過重労働対策における疲労蓄積度チェック

リストの活用法

岩崎健二、佐々木 毅、久永直見、毛利一

平(産医研)、柴田英治(愛知医大)

長引く不況や成果主義の導入などで働く
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人の心身の負担増大が懸念されている。 こ

ういった状況の中で、厚生労働省は平成 14

年 2月に「過重労働による健康障害防止の

ための総合対策」を発表し、長時間労働な

どの過重な労働負荷による健康障害予防対

策を推進している。「労働者の疲労蓄積度自

己診断チェックリスト」は、この総合対策

の中で、過重労働に対するセルフケアのツ

ーノレとして作成されたもので、わかりやす

い質問紙構造になっている。一方、疲労蓄

積度評価についての需要として、過重労働

について産業保健職による助言指導に使え

るものが欲しいという声も多い。我々の研

究ク守ループでは、厚生労働省版疲労蓄積度

自己診断チェックリストを拡充 ・再構成し、

産業保健職による助言指導用の疲労蓄積度

チェックリストを作成した。 このチェック

リストは、時間外労働時間、仕事上の負担、

睡眠 ・休養、自覚症状の 4軸の評価項目か

ら出来ており、「働く人の疲労蓄積度チェッ

クリストJと名づけた。

特別講演
テーマ:i日本の労働文化」

~日本人は、なぜ倒れるまで働くのか~

講師 河合隼雄文化庁長官

本日のテーマである労働文化というのは非

常におもしろい視点だと思います。仕事の

捉え方は、日本と他の固とでは随分異なっ

ています。特にキリスト教の文化圏と日本

とで比較してみるとその違いが明らかです。

よく知られているように世界はキリスト教

国の文化が支配的であり、われわれの考え

方もそれに従っているようです。そのため

に、日本人は日本流、欧米流のどっちで生

きているのか分からなくなっています。私

が心理学の仕事をするようになって外国に

行って分かったことなのですが、哲学にし

ろ、芸術にしろ、すべて欧米流でやってき

たつもりが、実は日本流であったというこ

と気づきました。自分は欧米流で生きてい

ると思いながらも日本流になっている人は、

心に摩擦が起きているので疲労が大きいわ

けです。

日本の文化の特徴は、物と心を区別しな

い傾向が強くあります。物とは物質、 material

のことではなく、 「心Jを入れ込んだ使われ

方がされます。物語は、心のことがいっぱ

い語られています。また、自分と他人との

区別も非常に暖味です。それに対して明確

に区別をはっきりしようとするのがヨーロ

ッパの近代です。そのため、ヨーロッパで

は、自我が非常に明確になってきます。 日

本では、心も体も一緒であるから、日本語

には、たとえば「頭を痛めていますj とか、

「胸を痛める人Jなど、体にたとえて心の

状態を表す言葉が存在します。 日本人は自

分と 他人は違うと言いながら、なかなかそ

うはし、かないのです。

儀式と仕事と遊びに目を向けると、西洋で

は、たとえば人々は仕事で金を稼いで、稼

いだお金を遊びに使い、また、教会にお金

を持っていき神に祈ること、が明確に分離

されています。 日本ではこの点が明確でな

いと思います。たとえば、仕事を遊び半分

で行っている人や、儀式の途中が遊びにな

ってしまう例がよくあります。 「し、ただきま

す」は物を粗末にしない宗教的な儀式です。

物っくりにしても、心を込めてっくり、そ

こに魂があるとしたら、宗教行事になりま

す。 このように、日本では遊びが宗教にな

ったり 、仕事も宗教になり うるという、入

り交じった人生を生きているといえます。

宗教では、自分を超えた偉大な存在、そう

いうものを考えないと、自らの魂の永続性

は成り立たなくなります。 したがって、自

分を超えた偉大な物のために生きるという

ことになります。日本はキリスト教のよう

に一神教でないため、この点が分かりにく

い。それに変わるものとして、偉大なもの

を「家」ととらえ、大事にしてきました。

つまり家族の血のつながりを大事にして自

分の永続性を考えたわけです。 しかし、戦

後、こうした封建的な考えが見直され、家

にかわって「会社」が大事にされるように

なりました。その会社が繁栄することが自

分の魂の永続性につながるということで、

会社のためなら死んでもいいということに

なるわけです。戦後、日本人ほど月給以上

に働いた民族はいないのではなし、かと思い

ます。これが、驚異的な戦後復興をささえ

てきたのではないでしょうか。このように

仕事の背景に宗教性があることが日本人の

特徴であり、これが過労死で倒れる人が多

いひとつの原因ではないかと思います。

また、日本はつながりを大事にする社会で
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す。たとえば、日本人は仕事が終わって飲

みに行くのも仕事仲間であるし、疲れて帰

ろうと思っても仲間が働いていると「疲れ

てますのでお先に」と言いづらい。つまり

その場から離れづらくなっています。 この

ことが、ついつい疲れていても働きすぎて

しまう原因ではなし1かと思います。一方で、

日本人は、誰かに言われたら仕方ないと思

います。したがって「医者の命令ですので

帰ります」と言うと格好が付くことになる。

職場のみんなも「うんJと領きます。なぜ

か?。われわれのグループから離脱したい

わけではない、心はわれわれとともにある

が医師の命令で帰った、という了解が成り

立つからです。このことは現場の医師の皆

さん方にぜひ認識していただきたい大事な

ことであると思います。ところが、一方的

に休むこと自体が、反対にストレスになっ

てしまう次のような例もあります。ある人

がストレスで胃潰蕩になり、医師に擢りま

した。「あんたすごいストレスやなあ。職場

はどうだい?Jo 1人間関係にも因ってませ

んし、頑張って、みんなと 一緒に楽しくや

ってますJ0 1し1や、それでも、休養が必要

だ。3か月、俺の命令で休め。その間ぶらぶ

らにしなさしリ。この結果、身体の調子が余

計ひどくなった例があります。仕事が宗教

性をもってがんばってやっているのに、仕

事を休まされて、ぶらぶらすることがスト

レスになってしまったのです。本当にブラ

ブラできる人かどうか、欧米では必要のな

し、判断が日本人には必要なのです。人によ

って{可が女子きで、イ可がストレスかというこ

との判断はなかなか理屈とおりにはし、かな

いのが難しいところです。

疲労ということで、もう一つぜひ考えて

頂きたいことは、「心のエネノレギーJという

考え方です。エネルギーを使うとそれに応

じた仕事が行われるが、使ったあとは疲れ

がでてくる。たとえば、同じ姿勢で 1時間

座ったとしても、目の前に上司がいるか、

恋人がし、るのか、それとも奥さんがし、るの

かで疲れ方は大きく異なります。なぜか?。

と考えた時、「心的エネルギーJの使い方の
強弱があるからだ、と考えるとおもしろい

と思います。つまり、疲労を考える場合、「心

のエネノレギー」がどのように消費されたの

かを「体のエネルギー」にプラスして考え

ていくことが重要であると思います。

教育場面で、教員が 5時に帰ろうとしてい

るときに、生徒がやってきて「どうしても

この問題が解けない、教えてJ、「よしっ、

教えてやろう」ということになると、心の

エネルギーが回転しはじめます。そういう

ときに「今日は疲れてるから、明日、明日!J 

と疲れないために帰ってしまうと、以外と

必要以上に疲れていることがあります。心

が動きはじめたのを無理に押さえ込むこと

により、心のエネルギーを過度に消費して

しまうのです。興味のある仕事には、心の

エネノレギーの回転はスムーズで疲労の程度

は少ないが、そうでない場合は「摩擦のエ

ネルギー」と呼べますが、摩擦のエネルギ

ーを使うので疲労の程度が大きいのです。

私たちは心のエネルギーの水源地を持って

いて、たとえば、 3つ持っており、普段は l
っか 2つくらいで生きているのではなし、か

と思います。職場で使うエネルギー源と家

庭で使うエネルギー源となる水源地は別物

です。そして何か興味のあることに対して

は、新しい水源地が働きはじめ疲れません。

われわれが上手に生きるためには、この心

のエネルギーの水源地をもっと掘り下げて

いくことが大事だと思います。日本人、特

に男性では、休日に遊び疲れて仕事で寝て

ばかりということはありません。むしろ日

曜日にゴルフなどしたほうが、月曜日は元

気がいいことがあります。 こういう遊びの

エネルギーの回転を良くすると、他の回転

もまた良くなるのです。

私は臨床心理という職業柄、うつの方とつ

きあいます。 うつ病は、エネルギーはあり

ますが止まっている、動かないだけだと考

えることが大事です。 このエネルギーが回

転しないときに、「がんばれ-J といっても

回転しません。一緒になって沈み込むこと

が大切です。「もう死にますJ1しんどいで

す」と言っても、「そういわんで、 1時間で

も長く生きてみませんかJ13日後にもう 一

度来てみませんかJなどと、一緒に「ぼー

っと」待つ対応をします。そうしていると、

ひとりぼっちでなく、もう 一人一緒につい

て来てくれてると思うようなります。する

と心のエネルギーが回転しはじめ、趣味や

特技を活かしはじめ、ついには仕事のエネ

ルギーも再度動きはじめ、職場復帰も可能

になることがあります。心のエネルギーの

回転の秘密です。

疲労を考えるとき、体のエネノレギーの消耗

だけではなく、心のエネノレギーの消費であ
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るとか、その心的エネルギーを押さえ込む

ためのエネルギーの消費をしたのか等、働

く人の疲労やストレスの訴えを理解すると

きに心のエネルギーをどのように入れ込ん

でいくか。そういう観点から考えるとおも

しろいのではないかと思います。

(文責事務局)

第 61回秋季研究会は、「文化力で日本の社

会を元気にする」ことを目指す関西元気文

化圏の参加事業として登録し、会員外にも

参加を呼びかけて、京都国立近代美術館を

会場に開催しました。特別講演開催にあた

っては、京都労働局、扇義人労働局長、文

化庁文化部、寺脇研文化部長にご挨拶を賜

ったこと厚く御礼申し上げます。また、文

化庁ならびに京都国立近代美術館からも多

大なご協力をいただきましたことに感謝し、

御礼申し上げます。

研究会に参加して

久保智英

名市大院医労働・生活・環境保健学分野

私が本研究会に参加したのは 2000年の和

歌山で開催された時をはじめとし、今回で 4

度目になる .その内、研究発表を行ったの

は、この京都で 2度目の経験となった。そ

れにともない、研究会へ参加したこと、お

よび研究会全体について感じた 3つのこと
を、ここに記したい。

第 lに、 2度目の研究発表に望んで、つぎ

のような感想を持った。それは初回とくら

べ、今回での発表は私自身が会場全体の雰

囲気にのまれずに、それを掴むことができ

たことである。初回の発表では浮き足だっ

てしまい、訳の分からぬ聞に発表が過ぎ去

ってしまうという苦い経験をした。そのよ

うな理由から、前回の発表では反省しよう

にも、どのような点を反省すべきか、はっ

きりと掴むことができなかった。 しかし今

回は、反省点をより明確に掴むことができ

たこと、それ自体が自分自身の成長の跡で

あるのと同時に、「ここまではできる」とい

う自信を持つことができた。そして、今回

の発表か ら得た反省点とはつぎのことであ

る。それはい くつかの質問に対し、その場

で適切な答えを返すことができずに、発表

を終えてから「こう答えればよかった」と

後悔をしたことである。 これについては、

常日頃から、自分の研究について、あれこ

れ考え続けるという行為が不十分であった

と、ここに反省し、次回に活かしたいと思

つ。
第 2に、今回の研究会の中でとくに印象

に残ったのは、河合隼雄氏の特別講演であ

った。「日本の労働文化~日本人は、なぜ倒

れるまで働くのか""'J と題打ったその講演
内容は、現代の日本の労働者に起きている

複雑な問題をひもとき、来場した方々にわ

かりやすい理解と、自分達にも起こり得る

問題について改めて考えなおすきっかけを

与えるものであった。その中でも印象深か

ったのは日本人の文化感ーものの考え方や

人付き合いのあり方 に「過労死j という

日本独特の現象を考える糸口がある、とい

う河合氏の指摘は、氏と同様に専門を心理

学とする自分にとって、共感のできる部分

が多かった。 くわえて、この指摘の背景に

は、これまで河合氏が培ってきた経験や氏

のユニークな考え方から生まれ出た「心の

エネルギーJという考えが反映されており、
勉強になった。

第 3に、この研究会全体に対する感想で

あるが、それには弁証法的な考え方が関係

する。つまり、この伝統ある研究会の今後

の発展を考えた場合、少なくとも現在の若

手研究者の少なさは、早急に考慮すべき問

題であると思われた。弁証法的に物事の発

展を考えた場合、相対する対立物の存在が

必要条件となる。すなわち、産業疲労研究

の諸先輩方の考えを継承し、それを発展さ

せるためには、新しい力の確保・育成は欠

かすことのできない重要な課題である。そ

れと同時に、この研究会が 50年間もの問、

存続し、活躍してこ られた背景には、その

時々のベテランと若手との議論はもちろん

のこと、異なる分野の研究者たちによる対

話があったと考える。以上のことから、産

業疲労研究を志す者のひとりとして、本研

究会に望むのはつぎの 2点のことである。

第 1点は、若手研究者の育成の場を設ける

こと、第 2点は異なる専門領域を持った研

究者同士による議論の場を設けることであ

る。以上が第 61回産業疲労研究会に参加し

た私の感想と望むことである。
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作業条件チェックリスト
研修会

第8回研修会

2003年 12月 12日(金)9:00"""" 18:00 
京都プラス精機株式会社

担当:山本理江

第 8回チェックリスト研修会は、京都プ

ラス精機株式会社のご協力のもと開催され

た。場所は日本海にほど近い峰山町であっ

たため、京都駅から貸し切りパスで移動し

た。パス内で、自己紹介、チェックリスト

の説明、ゲームなどが企画され、移動時間

を有意義に過ごすことができた。到着後、

職場見学を行い、各グループで追加項目の

検討を行った。その後、チェックリストを

使った職場点検を行い、職場内での良い点、

優先性を考慮した改善点を持ち寄ってグル

ープ討議が行われました。グループ討議で

は、各班に企業の担当者の方に加わって頂

き、討議が進められた。今回の対象企業は、

IS014001、9001を取得しており、職場改善
においても高さ調節可能な椅子の導入や 5S

運動の徹底など積極的に取り組んでいる様

子が随所にみられた。グノレ一プ討議、全体

討議を通して注目された改善点として、製

品チェ ック 時の作業姿勢であった。帰りの

パス 内では、作業姿勢改善の具体策につい

て活発に議論が交わされた。今回の研修会

は、時間的にあわただしい面もあったが、

参加者からは大変有意義であったとの意見

を頂いた。

研修会に参加して

石蔵祐一

(槻三昌製作所 衛生管理者

京都産業保健推進セ ンターのメール案内

で、今回のチェックリスト研修会を知りま

した。私共の簡単な紹介と参加動機から話

します。 弊社は金属部品のプレス加工が

主体の従業員 65名の中小企業で‘す。私は『安

全衛生 ・快適職場 ・環境マネジメント ・生

産性と品質向上』をキーワードに改善企画

と実行が職務です。

参加動機は、「産業疲労研究会」といかに

も産業医 ・医科大学系のチェックリストに

よる職場点検とその結果討議に興味を持っ

たからです。又、弊社の安全衛生委員会活

動でも独自の点数式チェックリストで見廻

りましたが、継続しなかったからです。

移動のパスの中で参加者の名簿を見て、

又各人の自己紹介で、私は異次元に迷い込

んだ印象と職場環境の改善を提案する側の

真剣さを感じました。

チェックリストの使用法の説明では、減

点式や押しつけ指導ではなく、コーチング

手法の様に現場担当者が潜在的に「改善し

なければ…」という想いを専門的見地から

お手伝いするというスタンスでした。 22
項目に分類された提案プラス、現場担当者

と一緒に一度職場巡視してその事業所の特

徴を把握した上で提案項目を追加する。

そして小グ‘ループ単位で点検を実施し、グ

ループ討議と発表で作業改善のアクション

プランを提言するとい う内容でした。

京都プラス精機(槻は、技術開発型の精密

樹脂成形工場で、 IS09001・14001取得。24
時間 2交替で約 30台の自動成形機を4名で
管理。管理グループ ・成形現場と材料置場

・検査計量出荷グループの 3部門に大別し

て職場点検を実施しました。

グループ。討議で、の各人の気付いた良い点 3

つ ・改善点 3つは、私とは違った医学的見

地からの作業姿勢や視覚、聴覚への負荷の

提案が有り、様々な立場の方とのディスカ

ッションやコーディネートの大切さを感じ

ました。

4グ、ループの全体発表で良い点と改善点、

各 12の提案が出ました。その提案に類似し
た取り組みの有無や難しい理由等、現場担

当者との本音の意見交換が、時間の関係で

あまり取れなかったことが、少し残念でし

た。文、最終的に事業所に提言される「作

業改善アクションプラン」には患者側の立

場として興味があります。

皆様の活動をもう少し理解したく、翌日

の研究会も聴講させていただきました。皆

様の活躍に期待しております。本当に有り

難うございました。
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特集

産業疲労対策ツール
~ 有効な利用法を考える ~ 

作業負荷と作業負担、現場での一
つの捉え方

神代雅晴

産業医科大学

読者諸兄ご承知のごとく、労働衛生活動の

三管理に作業管理があります。 これを英語

表記すると rWorkConditions and ErgonomicsJ 

となります。この英語表現は日本語の作業

管理と異なり、なかなか含蓄のある表現だ

と感心するばかりです。私は、前者が負荷、

後者は負担とその軽減対策と捉えています。

作業管理の視点で現場調査をする場合、先

ずは、作業条件 (Work conditions)、言い換

えれば、作業負荷が何であるのか、どれく

らいであるのか、が気に掛かります。こん

な時私は、①作業者工程分析をします。特

に、物と人の移動距離/回数、上下/水平移動

等々に注目します。 ここで言う移動とは、

作業者自身の移動のみでなく、上肢の動き、

例えば、品物を横にずらしているのか、持

ち上げているのか等も含まれます。次いで、

②対象となる仕事の要素作業分析をします。

これは、改善を前提とした問題発生状況の

絞り込みに役立ちます。①と②が終わった

ら、大分類項目として、工程順位ごとに作

業名を並べ、中分類項目欄には、単位作業

当たりの要素作業名を記した観測用紙を作

り、これを用いて③スナップリーディング

法にて作業姿勢分析を行います。作業姿勢

分析には OWAS法を使います。 しかし、現

場によっては OWAS法には存在しない姿勢

が多々出現するので、 OWASコードを基本

として、その現場で現れる姿勢のコードを

追加したり、削除したりします。この結果、

大体の作業負荷概況がわかります。さらに

調査時間、調査補助者等に余裕がある時に

は②を用いて時間観測、文字通り、タイム

・スタディをします。 これは効果測定時の

比較データとして大いに役立ちます。

さて Ergonomics、すなわち、負担の把握と

その対策ですが、やはり、現場では自覚症

状等の調査に頼らざるを得ません。産業疲

労研究会が作成した疲労自覚症状調査票が

あります。でも、へそ曲がりの私はこれを

そのまま使いません。現場に即した疲労自

覚症状調査票を作ります。合わせて、作業

意欲 ・態度さらには生活行動等に関する簡

単な質問紙を作り、併用します。まれに、「電

極を貼っても良いですよ」と言われた場合

には、 心電図測定を行います。特に R-R間

隔を指標とします。私は人の生理情報は心

拍数に始まり 、心拍数で終わると思ってい

ます。すなわち、心拍数の測定・評価は初

心者にでも出来ますが、高度な専門家であ

ってもその解析 ・評価に苦慮すると言われ

ているほど奥の深い生理評価法です。 しか

し、最も大事なことは、前記の①、②、③

と併用することで、心拍情報が生きて来る

事を忘れないことです。負荷をしっかりと

捉えているからこそ作業者の心拍情報が私

に何を訴えているかを知ることが出来るの
だと確信しています。

職場改善ツールの情報化

瀬尾明彦

東京都立科学技術大学

最近、多くの職場で社内のさまざまな情

報がネットワーク化されて、即座にスタッ

フがその情報を利用できるようになってい

る。産業保健関係の情報についても同様な

ようで、社内ネットワークシステムを利用

した社員への健康づくり支援のシステムや

疲労 ・ストレスについてのオンライン調査

などの話を学会関係者などから時々聞くよ

うになった。すべての産業保健活動が情報

システム上で実施できるとは思えないが、

最近の企業がそのインフラを情報システム

においていることから、産業保健活動に使

うツールもこれと連動しやすいものである

べきであろう。このような観点から本研究

会が提案している職場改善ツール三点セ ッ

トをみてみよう。自覚症しらべと疲労部位

しらべの 2つの調査票については、特に専

門的知識がない人でも適切に利用できるよ

うに作られているので、質問項目に関して

は自 己記入で困ることはなかろう 。調査票

の様式に関しては、たとえばエクセルのフ

ァイルで配布 ・回収したりホームページで
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閲覧・入力することを考えると、マウスで

の入力がやりやすいようにいくらか変更は

必要そうである。現版の自覚症しらべは、 1970

年版と比べて厳密さを求めたために手集計

での取り扱いは難しくなったが、逆にそれ

ゆえ情報システム上で利用した方が便利そ

うにみえる。チェックリストについては、

グ、/レープで現場を見ながら使用するという

部分に限れば、情報システムに載せる価値

はあまりなさそうである。しかし例えば、

職場に合わせたチェック項目の提案のため

の意見収集、他の 2つの調査票の結果に基

づくチェック項目や改善項目の選択、改善

提案や改善事例の広報、企業全体としての

改善状況のフォローなどのためには、情報

システムにリンクしていると便利だろう。

職場改善ツールの情報化に関して今後求

められるのは、標準的な利用手順の提案だ

と思う。3つのツールの個々の利用法につい

てはおおむね決まっているのであろうが、 3

つのツールをうまく結び、つけた使われ方に

ついてはまだ提案ができていない。職場改

善は事例ごとに考えるべきもので標準的な

手順などないというのが結論かもしれない

が、研究会のみなさんのノウハウをうまく

集約すれば少なくともベターな方法の提案

はできるのではなかろうか。

身体疲労部位調査と自覚症状しらべ

(旧版)は職場改善に役立ったか?
~公務員へルハ。ーを対象とした調査での使用経

験から~
北原照代

滋賀医科大学 予防医学講座

旧版の身体疲労部位調査と自覚症状しらべ

を用いた経験から感じる同手法のメリット

は、現場の労働負担と相応する結果が得ら

れること、古くから使用されているので文

献や著書を参考に他職種と比較検討できる

ことです。さらに、「職場改善につながる !J 
と言いたいところですが ・・・ 。 ツールが

悪いわけではありません。私自身が調査を

行なうときに「職場改善Jについてあまり

意識していなかった、というのが正直なと

ころです。一方、調査のやりにくさと言え

ば、忙しい中 1日4回 (始業時、昼休み前、

昼休み後、終業時)質問紙への記入に協力

してもらえるかということです。

1999年度に私たちが実施した「公務員ホ

ームへノレバーの労働と健康に関する調査」

は、某自治体からの委託で行い、担当者が

調査票の記入と回収を積極的に働きかけた

こともあって、介護業務を行う常勤へ/レバ

ー 25名全員から 1週間毎日記入された調査

票を回収できました。調査票の内容は、身

体疲労部位調査票と自覚症状しらべに加え、

始業時の睡眠不足感、昼休み後の昼休憩不

足感、午前 ・午後別の訪問ケース数、合計

訪問時間などの記載としました。業務の状

況については、月曜日の全日と金曜日の午

後は 80%以上、火曜日と木曜日の全日およ

び金曜日の午前は約 70%のへルパーがそれ

ぞれ介護業務に従事しており、水曜日の午

後は研修のため介護業務を行なったのは 5名

だけでした。 また、昼休憩不足感は、月曜

日と水曜日で訴え率が高く、睡眠不足感は

週の後半で高くなりました。 自覚症状しら

べと身体疲労部位調査の結果を見ると、月

曜日より火曜 日の方が高い訴え率を示し、

水曜日午後の研修により訴え率は低下、木

曜日は再び上昇、金曜日の終業時が疲れの

ピーク、となっていました。他にも、健康

状態把握の調査、労働負担や精神的負担に

関する調査などを行ったうえで、職場改善

に向けての提言を行いました。 自覚症状し

らべと身体疲労部位調査の結果からは、昼

休憩による疲労軽減(休憩時間と休憩室の

確保)、水曜日の研修は疲労軽減に有効だが

研修準備のために昼休憩が不十分だった点

を改善すべき、週の後半の疲労回復努力と

いったことが挙げられました。

2000年度以降、これらの提言が職場改善

につながったか検証できればよかったので

すが、委託研究は l年限りであったこと、

介護保険制度の導入により調査対象者の働

き方が全面的に変わったことなどから、提

言のみで終わっています。疲労研究会提案

の 13点セット」のうち、チェ ックリストは

ホームヘルパーや手話通訳者といったヒュ

ーマ ンサービス労働者を対象とした場合は

使いに くいので、今後チェックリストを工

夫するか他のツーノレを使いながら、職場改

善につなげることを意識して取り組みたい

と思っています。

• 

• 
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新版 「自覚症 しらべ」に対する 問

し1合わせから
城憲秀

名市大院医労働・生活・環境保健学分野

• 

新版「自覚症しらべj が発表されてから 2

年が経過しました。産業疲労研究会事務局

には、利用希望の問い合わせが頻回にあり、

新版調査票に対する関心の高さがうかがわ

れます。事務局が把握している限り(デー

タを事務局に報告していただいた場合)で

は、調査利用件数も、この 2年間に 9機関で

利用され、サンプル数は 5000件を超えまし

た。また、新版「自覚症しらべ」の発表後、

日本産業衛生学会でも、新調査票を利用し

た研究活動報告がなされており、産業疲労

調査や対策活動における調査票の有用性が

示されつつあります。「自覚症しらべj の利

用に関しても、多くの問い合わせが、これ

までに事務局へ寄せられました。

その中で、調査票をどう使うのか、調査結

果を「どう読んだらよいか」がわからない

という 「利用の仕方」や 「結果の評価法」

に関することが、しばしば質問されます。

このような質問に対しては、研究 ・活動の

内容により異なりますが、一般的には、 1)

調査目的の明確化(もしくは再確認)、 2)対

象者の属性確認、 3)仕事や作業の内容把握

(質 ・量、雇用制度、勤務制度、労働組織

・編成、休憩 ・休暇など)、 4)仕事中のハザ

ードの把握、 5)調査時点ごとの作業状況の

把握、 6)個別自覚症ごとのスコア変化観察

から特異的項目の捕捉、 7)そのうえでの群

別スコア変化の観察と特異変化群の捕捉、 8)

仕事の状況と自覚症スコア変化との関連の

精査、 9)こういう過程に基づ く健康リス ク

評価、 10)対応策の検討という形でお答えし

ています。ただ、こういった質問があると

いうことは、現在、ホームページ上にある

説明だけでは、利用者が理解しにくいのか

もしれないなと感じます。利用法の説明の

充実とともに、産業疲労研究会が 「自覚症

しらべ」を用いた研究 ・活動を実施し、 「う

まい利用のしかたj や「改善につながる評

価法Jの実例を公表することを通じて、利

用法の参考資料をつくることが大切なので

はなし、かと思っています。また、結果解釈

の 1つの手法として、群ごとの訴え率の特

徴から精神的作業、肉体的作業などの型分

• 

けを「 自覚症状しらべ」で行ったように、

スコアの動きのパターンから、作業の特徴

や疲労の一定の評価ができるようにするこ

とも 「自覚症しらべJの利便性を促すこと
になるかもしれません。

これは、 「自覚症しらべJだけのことでは
なく、 他の 2つの産業疲労対策ツール、「疲

労部位しらベ」と「チェックリスト Jにつ

いても、単独利用のみならず 3つのツール

をし、かに連携させるかということも含めて、

研究会として、今後、モデ、ル的な使用法や

評価法を考える必要があるのではないでし

ょうか。

改善写真を多用する職場改善ファ

シリテーティングの経験から

吉川徹

(財)労働科学研究所 教育 ・国際協力部

作業条件チェックリスト(アクションチェ

ックリスト)は、参加型安全保健研修の基

本ツールとして広くアジアで利用されてい

る。 WISE手法(中小企業家)や WIND手法

(農村)、 POSITIVE手法(労働組合)と呼

ばれるこれらのトレーニングでは、それぞ

れの対象グ〉レープの安全保健ニーズにあわ

せて作業条件改善フレーズ(アクションチ

ェックポイント)が開発され、当事者(現

場で労働災害や健康障害のリスクを持つ労

働者)のための、当事者によるリスク評価

と改善アクションの支援に利用されている。

これらのトレーニングでは、優先して取り

組むべき対策を多面的な視点から取り上げ、

だれでも討議(リス ク評価 ・改善策の提案)

に参加しやすいように、さまざまな工夫が

積み重ねられている。その一つが 「地元の

改善事例の多用」である。 これらの研修で

は、参加者に密接した地元の改善事例を多

く利用することで、安全保健改善アクショ

ンのアイデアの抽出・ 統合に役立っている。

ネパールでは労働組合トレーナーによる 工

場レベルの研修で、地元で集められた事例

や、チェックリスト実習を行った工場の改

善事例が多用されている。写真の現像はか

なりの地方都市でも簡単にできる。チェッ

クリストを読むことのできない労働者も自

身がよいと思う改善写真を選ぶことができ、
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改善提案のためのグループ討議に参加でき

ていた。 中国では、香港のある中小企業で

すでに行なわれた安全保健に役立つ 10の改

善写真を壁に貼り、安全保健に役立っと思

うよい改善にポストイット投票を行ってい

る。具体的な中国の改善事例の提示を通し

て、改善視点の広がりを促進している。

改善写真を多用したトレーニング経験か

ら、その利用のコツを学んだ。たとえば、

壁に張り出した改善写真の投票結果は、参

加した労働者の属性や安全保健に関する経

験 ・教育、投票時の心理的影響などによっ

て、選ばれる写真が片寄る傾向がある。投

票のあと、必ずグループ討議を行い、個人

のリスク評価結果の相対化を行って、個人

の経験に根ざした改善通則の相互の学びへ

とつなげるのがよい。 この改善写真の選択

結果や産業疲労研究会で提案された作業条

件チェ ック リストの利用結果は、グループ

討議にあたっての引き水として利用される

ことが第一義的な目的であり、ツール提供

者は、当事者によるリスク評価と改善アク

ションを支援することこそが重要であると

考えたい。

アクションチェックリストを用い

た作業関連運動器疾患予防策

榎原毅

名市大院医労働 ・生活 ・環境保健学分野

1SO (国際標準機関)は、運動器疾患 (MSDs)

の予防を目的とした技術仕様書 1sorrS20646

Ergonomic procedures for the improvement of 

local muscular workloads (作業中局所筋負担

軽減のための人間工学的改善手順)"を作成

しています。職場における運動器疾患問題

を解決するためには、作業条件の改善や適

切な保健指導 ・教育を通じて一次予防を行

うことが重要であり、特に作業中の局所筋

負担を軽減することは必要不可欠です。本

技術仕様書は、職場における局所筋負担を

軽減するための手順および改善方法を具体

的に示しており、各職場でどのように改善

活動を行えばよし1かの指針がまとめられて

います。

本技術仕様書の特徴としては、 1)作業改

善に対する企業主の直接的責任を明示し、

自主対応による改善活動を規定しているこ

と、 2) リスクマネジメントの手順を採用し

ていること、 3)改善のための様々なツール

が提供されていること、等があげられてい

ます。とりわけ、「アクションチェックリス

ト」および「小グ‘ループ討議j を取り入れ

た方法論を採用している点が大きな特徴と

して挙げられます。アクションチェックリ

ストとは従来からある「問題指摘型j のチ

ェックリストとは異なり、「改善志向型」の

チェックリストであり、チェック項目自体

が具体的改善策として記載されているもの

です。本チェックリストを用いれば運動器

疾患予防のヒントを得ることができる仕組

みになっています。このアクションチェッ

クリストを用いて各人が当該職場を点検し、

その後、小グループ討議を通じて 「職場で

実施されていた良い事例 ・工夫Ji改善を要

する点Jについてお互いの情報を共有し、

実施可能な改善策について話し合いを行い

ます。

現在、私たちの教室では本技術仕様書に基

づく運動器疾患予防活動の導入支援を行っ

ています。これまでの経験を少し紹介しま

すと、このアクションチェックリストを用

いた小グループ討議を導入することで活発

な議論が生まれ、経営者 ・管理者のみなら

ず作業者自らが作業改善に対して積極的姿

勢をとるといった行動の変化が見受けられ

ます。また、私たちは 「作業者 自らが職場

改善のための様々な創意工夫を行っているJ
ということに改めて気付かされます。 これ

までの衛生管理者 ・産業保健スタッフによ

る問題指摘型の職場改善活動とは異なり、

小グ、ループ討議を通じて現場の知恵、を引き

出し、その良い創意工夫を他の職場で応用

するといった広がりが生まれるのはとても

感動的です。このように、「問題を指摘する

というスタンスではなく、良い工夫に着眼

し、水平展開する仕組み作りをすることJ

が自主的活動を重視した産業保健活動のポ

イントのように思います。

最後に、本技術仕様書による具体的な展

開方法にご関心がある方は、お気軽に下記

までお問い合わせください。この改善活動

を職場へ導入するお手伝いを致します。

• 

• 

名市大 「自主対応型作業改善IJ"11;-7
0 

J 

井谷徹、榎原毅 tel: 052・853-8171

e-mail:eisei@med.nagoya-cu.ac.jp 
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作業条件改善のための調査ツールの提言

日本産業衛生学会産業疲労研究会

職場で効果的な作業条件改善を実践するには、現場に携わる産業保健スタ ッフや労働者の自主的で、

かっ各職場の特徴を生かした作業改善への取り組みが必要です。とりわけ、個々の事業場が状況に応

じて、産業保健の基本方針を立て、組織を編成、計画を立案し、適切なリスク評価(アセスメント)

を行い、継続展開していくことが重要です。今回、職場で産業疲労に関する作業条件改善を実践する

ためのツールとして、「作業条件チェックリストJ、「自覚症しらベJ、「疲労部位しらベj の 3調査票

からなる快適職場づくりのためのパッケージ調査票を作成しました。

以下に、リスクアセスメントの流れに沿って、本調査パッケージの使用例を示しました。

リスクアセスメントに沿った本調査票の使用法の例

• -クソレープ討議などを通して、 職場の状況と危害要因を把握する。

このとき、職場を各作業セクションに区分すると実施しやすい。

リスク 2)評価

-改善策を検討する上で、リスクの評価が重要である。 リスク評価

は、職場の状況、危害要因の洗い出した結果をもとに行う。

. r作業条件チェックリスト」 を利用した職場点検、グループ討議
を通して、対象職場のリスクを発見し、優先性を考慮、した改善策

を明らかにする。 「自覚症しらべ」、「疲労部位しらぺJによって、

リスクの客観的評価ができる。

・チェックリスト活動後のグ、ノレープ討議、全体討議で改善策を検

討するとき、あらかじめ調査された 「自覚症しらベ」、「疲労部

位しらベ」 の結果があると非常に参考になる。• 
改善策の評価

行った改善策が効果的であった否かを 「自覚症しらベ」、「痕労部

位しらペ」 を利用して客観的に評価する。

これらの結果を踏まえて、再度 「作業条件チェックリストJを使っ

た職場点検をおこない、グ‘ルーフ。討議を通して、より効果的な改善

策を検討する。

注)

1 )危害要因(ハザード)は労働者の健康を障害する可能性がある全てを指します。したがって、作

業時間、作業方法、精神的負荷、気温、照度などでも労働者の健康に影響を及ぼす可能性があれ

ば危害要因となります。

2)リスクとは労働者が危害要因に暴露した場合に、生じる健康障害の可能性と重大性を総合した指

標です。
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作業条件チェックリスト

作業条件チェックリスト活動の概要
1 )作業条件チェックリスト活動の特徴は以下の通りである。
-チェックリストで点検することにより改善を要する点に気づくとともに、改善のためのヒントを得る
ことができる。
-優先して改善すべき点を明確にすることができる。
-作業条件点検の着目点や改善の考え方を理解することができる。
-職場を多面的ににみることにより、チェックリスト使用者が、作業条件に関心をもつことができる。

2)本チェ ックリス トは、問題点の点検や点数化などのよる職場のランク付けが目的ではない。
3)作業条件を抜けなく、網羅的に点検すること が目的ではなく、重要なポイントを中心に点検し、改善のため
の動機づけすることが目的である。

チェックリスト使用上の基本事項
1 )チェックリストはできる限り、当該職場の管理者、作業者を含んだグノレープで実施する。
2)点検は個人ごとに行い、点検終了後、小グループで持ち寄り検討する。
3)チェ ック リストによる点検を産業保健スタッフや安全衛生委員会などのみで行う場合には、点検終了後、職場
の責任者や作業者と意見交換する。
4)問題点の発見以上に、その場ですでに実施されている「良い工夫jや改善事例の発見に努める。「良い工夫」
や改善事例については、現場の努力を賞賛するとともに他の職場への応用を検討するように勧める。

チェックリストの使用法

①小グ‘ノレープの編成

②当該事業所の概要
について把握

③点検作業場の決定

④対象職場の巡視

⑤追加項目の検討

⑥職場点検の実施

• 
5"'8名の小グループを編成する。

作業方法、作業と休憩時間、作業の状況や労働時間、人員構成、作業条件、作
業者の健康状態、作業能率、生産性など問題となっている点について当該事業
所の責任者に聞く 。

事業所が大きい場合や作業内容が多様な場合、点検対象とする職場を特定する。

巡視前にチェックリストにざっと目を通し、点検項目を頭に入れて巡視する。
ただし、 この時点では記入は行わない。

さきすZEZ両手す目を追加する必要がある場合には、グループで討議しチ .

1)項目ごとに 「はい」 か 「いいえ」 ゾ印をつける。
2)必要がないなら、 「いいえJにゾ印をつけます。その対策を新たにとるべき
だと考えるなら、 「はいJに、/印をつける。
3) r備考J欄にはすでに現場にある良好事例や、あなたの提案を簡単に書き留
めておく。
4)重要と考えられる項目をいくつか選んで 「優先」 のところに印をつける。
5)最後に全ての項目について記入されているかチェックする。
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各グ、ループで発表しあい、全体討議を行って、作業改善のためのアクションプ
ランを立てる。
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資材の保管と運搬

1 .通路と作業場所をはっきり区分し、住切りやマ
ークですぐにわかるようにします

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

2.材料、書類などの保管用に仕分けしやすい多段
棚やラックをそなえ、必要に応じて小箱やパン
フレッ卜を用います.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

. 備考

3.作業に必要な工具類の安全な置き場を統一して、
分かりやすい標識をつけます.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい 〕優先

備考

4.材料、製品や工具を運ぶために台車、車っきラ
ックを使います.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

. 備考

5.手扱いが必要な重量物 ・容器に持ちやすい取っ
手をつけます.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

6. 重い資材の上げ下げ、移動にリフターやリフト
装置つきの台車を使用します.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

F
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ワークステーション

7.作業を行う手の高さがほぼ肘の高さになるよう
に作業面の高さを変えるか、足台 ・作業対象物
スタンドを用います.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

8. 頻繁に使う材料や工具を小容器に入れて手の届
きやすい範囲内におきます.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい 〕優先

備考

9.材料 ・半製品などを固定する治具や固定具、工
具品の吊り下げ装置を用います.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

1 O. 単調な反復作業、負担の大きい作業の連続を
避けて他の作業と組み合わせます.

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

1 1 .座面の高さが適切か調節可能で(両足を平ら
にして床を踏める)、よい座面と背もたれの
ついた椅子をを提供します.) 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

1 2.間違いを避けるために、容易に理解できる標
識をつけ、色を使用します.

この対策を提案しますか?
( Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考



1 9 機器の安全な配線接続を行うため適当な配線
装置を用います.

1 3.作業者が座位と立位を交互にとりながら作業
を行えるようにします

この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい 〕優先

備考

〕優先

備考

20  快適でゆっくりとくつろげるリフレッシュに
適した休憩場所をそなえます.

1 4 追われ作業を避けて仕事の区切りが作業者ご
とにつくように、出来上がり分の緩衝ストッ
ク場所を設けます.

この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい 〕優先この対策を提案しますか?

[ )いいえ [ )はい
備考

〕優先

反復作業や負担の大きい作業では、通常休憩
以外に、作業中に自然休息や小休憩がとれる
ようにします.

2 1 . 

備考

チーム作業環境 • 1 5.グレアのない採光方向にし、精密作業や中高
年向けに局所照明を用意します.

〕優先
この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

備考〕優先
この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

備考

各階ごとに、また大きな作業室ごとに 2つ以
上の非常口を設けます.

22. 

1 6.作業中 ・移動中にふれるおそれのある動力伝
達部や危険箇所を囲っておきます.

〕優先
この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

備考
この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい 〕優先

• チェック日 年 月 日

対象作業所

チェック者

メ モ 有調

備考

1 7.衝立や囲いなどを利用して轄射熱や有害光線
を遮断します.

〕優先

1 8.有害物の発生源を完全に隔離するか、換気扇
や可動式局所換気ダクトを利用して有害物へ
の暴露を少なくします

この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

備考
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〕優先
この対策を提案しますか?
[ )いいえ [ )はい

備考



23 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

24. 

この対策を提案しますか?
( Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

e 25  

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ ( Jはい ( J優先

備考

26. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考

e 27 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ ( Jはい [ J優先

備考

28. 

この対策を提案しますか?
[ Jいいえ [ Jはい [ J優先

備考
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自覚症しらベの使い方

「自覚症しらベ」を利用されるときには、つぎのことに気をつけながらご使用ください。

1 )本調査票は、作業に伴う疲労状況の経時的変化をとらえることを目的としています。したがっ

て、調査は作業の進行に伴って繰り返し行ってください。調査時点は、原則として1時間間隔で

行うこととし、最小限の測定点として、作業開始時、昼休みなどの大休憩の前と、大休憩後、定

時の終了時、残業があるときは超過勤務終了時に実施することとします。

2)測定前の作業状況・内容を把握し、調査票データとリンクしてください。

3)本調査票は5つの群別に評価できますが、群別比較の前に、各設問項目おのおのを観察し、

評価しておいてください。その後、以下の5つの群別に合計スコア(またはそれを5で除した平均

値)を求め、群別に疲労状況を評価してください。

I群ねむけ感:ねむい、横になりたい、あくびがでる、やる気がとぼしい、全身がだるい

E群不安定感:不安な感じがする、ゅううつな気分だ、おちつかない気分だ、いらいらする、

考えがまとまりにくい . 

E群不快感:頭がいたい、頭がおもい、気分がわるい、頭がぼんやりする、めまいがする
N群だるさ感:腕がだるい、腰がいたい、手や指がいたい、足がだるい、肩がこる

V群ぼやけ感:目がしょぼつく、目がつかれる、目がいたい、目がかわく、ものがぼやける

4)本調査票は自由に利用していただいて結構ですが、利用後はデータを産業疲労研究会事務

局(名古屋市大・医・衛生， TEL 052・853・8171 FAX 052・859・1228 E-mail 

eisei@med.na20va-cu.ac.ip)まで提出してください。
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自覚症しらベ No. 

氏名 (男 ・女 歳)

記入日 ・時刻 月 日午前・午後 時 分記入

いまのあなたの状態についてお聞きします。 つぎのようなことについて、どの程度あてはまります

か。すべての項目について、 1 ["まったくあてはまらなしリ"-"5 ["非常によくあてはまるJまでの5
段階のうち、あてはまる番号1つにOをつけてください。

• 

か非
な常
りに
あ あよ
て てく
はは
まま
るる

1 頭がおもい I 1 2 3 4 5 

2 いらいらする I 1 2 3 4 5 

3 目がかわく I 1 2 3 4 5 

4 気分がわるい I 1 2 3 4 5 

5 おちつかない気分だ I 1 2 3 4 5 

6 頭がいたい I 1 2 3 4 5 

7 目がし、fこし、 I 1 2 3 4 5 

8 肩がこる I 1 2 3 45  

9頭がぼんやりする I 1 2 3 4 5 

10あくびがでる I 1 2 3 4 5 

11 手や指がいたい I 1 2 34  5 
12めまいがする I 1 2 34  5 
13ねむい I 1 2 34  5 
14やる気がとぼしい I 1 2 34  5 
15不安な感じがする I 1 2 3 4 5 

16ものがぼやける I 1 2 3 4 5 

17全身がだるい I 1 2 3 4 5 

18ゅううつな気分だ I 1 2 34  5 
19腕がだるい I 1 2 34  5 
20考えがまとまりにくい I 1 2 3 4 5 

21 横になりたい I 1 2 3 4 5 

22目がつかれる I 1 2 34  5 
23腰がいたい I 1 2 34  5 
24目がしょぼつく I 1 2 3 4 5 

25足がだるい I 1 2 3 4 5 

ま わ す
あっ ず 、ー・
てた fJ'、 し
はく あに あ
ま て て
b lま lま
な ま ま
い る る

• 

日本産業衛生学会産業疲労研究会，2002年
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氏 名

記入日 ・時刻

疲労部位しらべ
(日本産業疲労研究会産業疲労研究会選定)

(男 ・ 女 歳)

月 午前 ・午後 時 分記入日

現在、あなたの身体各部位で痛みやだるさをどの程度感じていますか?各部位名横の当てはまる番号

にOをつけてください。

f7Il 左上腕 o 1 (1) 3 

右膝 ・下腿 ③ 1 2 3 

o :全く感じない 1 :わずかに感じる 2:かなり感じる 3 :強く感じる

首 。

左肩 。

背部 。 2 3 

左上腕 。 2 3 

左肘 ・前腕 。 2 3 

腰部 。 3 

左手 ・手首 。 3 

左腎部 ・大腿 O 2 3 

左膝 ・下腿 O 2 3 

左足 ・足首 O 2 3 

• 
肩 o 1 2 3 

2 3 

2 3 

2 3 • 
2 3 

2 3 

右足・足首 O 2 3 

A
H
V
 

9
-



日本産業衛生学会

産業疲労研究会規則

名称及び事務局

第l条 本会は、日本産業衛生学会産業疲労研

究会(以下、研究会という)と称する。

第2条 本会の事務局は、世話人会の指定する

ところにおく。

• 

目的及び事業

第3条 本研究会は、産業衛生の進歩をはかる

ことを目的として、つぎの事業を行う。

(1)産業疲労に関する研究集会等の開催

(2)研究会報等の発行

(3)産業疲労に関する調査研究

(4)産業疲労に関する資料収集、編纂および

教育研修

(5)その他本研究会の目的達成上必要な事業

2. 研究集会は、原則として年2回開催するこ

ととし、そのうち 1回は研究会総会を行う

ものとする。

会員および会費

第4条 研究会の会員は、日本産業衛生学会の

会員および本研究会の目的に賛同し研

究会活動に参加を希望する個人とする。

2. 本研究会の会員登録方法および退会につい

ては、別に定める。

第5条 会費については、別に定める。

• 世話人および世話人会
第6条研究会には、代表世話人、世話人、監

事の役員を置き、研究会の円滑な運営

をはかる。

2. 代表世話人は、世話人から互選による。

3. 代表世話人は、研究会務を統括する。

4. 監事は、代表世話人の指名によるものとす

る。

5. 代表世話人は、必要に応じて世話人会を招

集できる。

第7条 世話人の選出方法および人数について

は、別に定める。

会計

第8条 研究会の会計は、学会よりの助成金、

研究会費その他をもって充当する。

第9条 研究会の会計年度は、学会と同じく毎

年4月1日報告

第10条 つぎの事項は世話人会および研究会総

会での承認を経て、学会理事会に報告

するものとする。

(1)活動報告および収支決算

(2)役員氏名

(3)その他、 世話人会及び研究会総会で必

要と認めた事項。

(附則)

1. 本規則の変更は、世話人会及び研究会総会

での承認を経て、学会理事会の承認を得る

ものとする。

2. 本規則は、 1998年4月l日より施行する。

研究会規則細則

会員登録及び退会について

1. 会員になろうとするものは、氏名、所属機

関、連絡先等の必要事項を明記して研究会

事務局に申し込まなければならない。

2. 研究会を退会しようとするものは、事務局

に申し出なければならない。会費未納者は、

会員の資格を喪失する。

会費について

1. 当面、通信費用として3年間1，500円とする。

ただし、会費期間の途中年度に入会する場

合は各年度毎500円とする。

世話人の選出について

1. 世話人は 5名以上とし、世話人会から推薦

され、研究会総会で承認されたものとする。

2. 世話人の任期は、 3年とし再任を妨げない。

(附則)

1. 細則の変更は、世話人会および研究会総会

での承認を必要とする。

2. 本細則は1999年 4月 1日より施行する。

司
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第62固定例研究会(第77回日本産業衛生学会自由集会)

ご案内

ワークショップ

「職場改善ツールの有効な使用方法-使用経験をふまえた検討J

日時:2004年 4月 14日 (水) 18:00""'__ 20:00 

場所:名古屋国際会議場メイン会場(センチュリ ーホール)

プログラム

18:00-18:05 開会挨拶

18:05-18:20 総会

18:20-20:00 ワークショップ 司会近藤雄二代表世話人(天理大) • 3点セットの概要 酒井一博世話人(労働科学研究所)

使用経験から話題提供

北原照代(滋賀医科大学予防医学)

岸田孝弥(高崎経済大学)

太田充彦(高知大学医学部公衆衛生)

榎原 毅(名市大院医労働 ・生活 ・環境保健学分野)

討論 (30分)

編集後記 一一一-一一一一一 • 今回「産業疲労対策ツールJと題した特集を組みました。日頃、職場改善のために様々なツール

を使っておられる会員の方々に、感想や問題提起など、様々な視点から投稿して頂きました。昨年

「作業条件チェックリスト」、「自覚症しらベ」、「疲労部位しらベj をパッケージにした職場改善

ツール、いわゆる「三点セット j を作成し、提言しました。次回自由集会のワークショップで、こ

の「三点セット j 有効な利用方法についてさらに議論を深めていく予定です。本号特集をそのとき

の議論の材料として利用 して頂ければ幸いです。

事務局:干467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄 1

名古屋市立大学大学院医学研究科労働・生活・環境保健学分野
TEL:052-853-8171、FAX:052-859-1228 
E-mail .eisei@med.nagoya-cu.ac.jp 

ホームページ:http://square.umin.ac.jp/of/ 
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